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○
対
象　

平
成　

年
８
月
〜
平
成

１８

　

年
１
月
生
ま
れ
の
子
と
保
護
者

１９○
日
時　

８
月
１
日
（
金
）
午
前

９
時　

分
〜
正
午

５０

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

幼
児
期
の
栄
養
と
保
育

に
つ
い
て
の
話
、
試
食
、
グ
ル
ー

プ
相
談

○
定
員　
　

組
（
申
し
込
み
順
）

２５

※
一
度
参
加
し
た
方
や
、
き
ょ
う

だ
い
連
れ
で
の
参
加
は
ご
遠
慮
下

幼
児
食
講
習
会

さ
い
。

○
申
し
込
み　

電
話
で
町
田
市
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
11
７
２
４
・
５

６
５
６
）
へ
。

※
試
食
の
関
係
で
、
食
物
ア
レ
ル

ギ
ー
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

□問
 

健
康
課
11
７
２
５
・
５
４
２
２

生
活
習
慣
病
予
防

栄

養

講

習

会

○
対
象　

町
田
市
民
で
、
高
脂
血

症
の
気
に
な
る
方

○
日
時　

７
月　

日
（
金
）
午
後

２５

１
時　

分
〜
４
時
（
１
時　

分
か

３０

１０

ら
受
付
）

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容
・
講
師　

高
脂
血
症
（
脂

質
異
常
症
）
と
は
、
ど
ん
な
病
気

か
＝
保
健
師
、
食
生
活
の
注
意
点

に
つ
い
て
＝
栄
養
士
、
試
食
と
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

５０

○
申
し
込
み　

７
月　

日
ま
で
に

１６

電
話
で
町
田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
11
７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

□問
 

健
康
課
11
７
２
５
・
５
１
７
８

北
里
大
学
病
院

公

開

講

座

【
膝
教
室
〜
お
膝
の
痛
い
方
、
お

話
を
聞
い
て
み
ま
せ
ん
か
〜
】

　

直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
日
時　

７
月　

日
（
金
）
午
後

１８

１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

○
会
場　

ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
座

間
（
座
間
市
緑
ヶ
丘
１－

１－

２
）

○
講
師　

北
里
大
学
医
学
部
整
形

外
科
准
教
授
・
占
部
憲
氏
ほ
か

○
定
員　

２
０
０
人
（
先
着
順
）

※
詳
細
は
北
里
大
学
病
院
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
部
（
11

７
７
８
・
９
８
７
２
）
へ
。

□問
 

健
康
課
７
２
５
・
５
４
７
１

夏
休
み
障
が
い
児
（
者
）

水
泳
教
室
指
導
員

○
資
格　

福
祉
に
理
解
と
熱
意
の

あ
る　

歳
以
上
の
方
（
高
校
生
は

１８

除
く
）
。
参
加
日
数
は
応
相
談
。

【
Ａ
コ
ー
ス
】

○
指
導
日
時　

８
月
４
日
（
月
）

〜
６
日
（
水
）
午
前
９
時
〜
正
午

○
会
場　

す
み
れ
教
室

【
Ｂ
コ
ー
ス
】

○
指
導
日
時　

８
月　

日
（
月
）

１１

〜　

日
（
水
）
午
前
９
時
〜
正
午

１３
○
会
場　

金
井
小
学
校
プ
ー
ル

（
雨
天
中
止
）

○
定
員　

Ａ
・
Ｂ
合
わ
せ
て　

人
２５

○
申
し
込
み　

７
月　

日
ま
で
に

１８

電
話
で
障
が
い
福
祉
課
（
11
７
２

４
・
２
１
４
７
）
へ
。

○
募
集
要
項
の
配
布　

町
田
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

○
現
地
説
明
会　

７
月　

日（
火
）

１５

午
後
２
時
か
ら
原
町
田
一
丁
目
駐

車
場
で
行
い
ま
す
。

□問
 

産
業
観
光
課
11
７
２
４
・
２
１

２
８

　

効
率
的
に
管
理
運
営
で
き
る
指

定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す
。

○
対
象
施
設　

原
町
田
一
丁
目
駐

車
場
及
び
原
町
田
一
丁
目
第
２
駐

車
場
（
２
施
設
一
括
）

○
指
定
期
間　

３
年
間
（
２
０
０

９
年
４
月
１
日
〜
２
０
１
２
年
３

月　

日
）

３１

８月の検診のご案内（土・日検診が始まります） □問 健康課11７２５・５１７８

※上記検診はいずれも町田市民で、職場等で検診の機会の
ない方が対象です。
※肺がん・胃がん検診は年度内（２００８年４月～２００９年３
月）に１回受診できます。
※希望日で割り振りしたうえで定員を超えた場合は、検診
日ごとに抽選を行います。抽選にもれた方には、７月１６
日に通知します。
※集団検診のため、希望時間の指定ができないことをご理

解下さい。なお８月は男性が先に検診します。
【非負担について】※次の方は無料になります。
●後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方●高齢受給者証
をお持ちの方●平成２０年度の市民税非課税世帯の方●生活
保護受給世帯の方
※受診者に郵送される申込書により、検診当日に「負担・
非負担」の届出をして下さい。

受診
案内申し込み受診できない方費　用定員内　容会　場期　日対象検診名

７
月
下
旬
ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。

ハガキ（検診ごとに
１人１枚、封書も
可）に「肺がん検診
申込」「胃がん検診
申込」と書き、住所
・氏名（ふりがな）
・生年月日・電話番
号、胃がん検診は希
望会場・希望日（第
３希望まで）を明記
して、７月７日まで
（消印有効）に健康
課（〒１９４－００１３、
原町田５－８－２１、
健康福祉会館内、
11７２５・５１７８）へ

【共通】①既に何らかの自覚症
状がある方（病院で受診して下
さい）②妊娠中または妊娠の疑
いがある方 
【肺がん検診】①肺に関する疾
患で経過観察中、治療中、手術
後の方
【胃がん検診】①胃に関する疾
患で経過観察中、治療中、手術
後の方②過去１年以内に心臓の
発作や脳梗塞等の脳疾患を発症
したことのある方③現在治療中
の急性期の疾患をお持ちの方④
まひなどがあり検診台の上で自
力で回転できない方

１，２００円１００人

問診、レント
ゲン直接撮
影、かくたん
検査

健康福祉
会 館２３日（土）４０歳

以上
肺
が
ん

８００円各日
５０人

問診、レント
ゲン間接撮影
（バリウムを
飲みます）

健康福祉
会 館

２１日（木）

３５歳
以上

胃
が
ん

２２日（金）

２４日（日）

３１日（日）

鶴川市民
センター２０日（水）

木曽山崎
センター２６日（火）

　

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
若
年

者
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま

す
。

国
民
年
金
保
険
料
の

免

除

制

度

　

こ
れ
ら
の
免
除
制
度
は
、
本

人
、
配
偶
者
及
び
世
帯
主
の
前
年

の
所
得
で
審
査
さ
れ
ま
す
（
若
年

者
納
付
猶
予
制
度
の
審
査
対
象
は

本
人
と
配
偶
者
の
み
で
す
）
。

　

申
請
は
、
保
険
年
金
課
ま
た
は

市
民
セ
ン
タ
ー
で
受
け
付
け
ま

す
。
認
印
と
年
金
手
帳
を
お
持
ち

下
さ
い
（
平
成　

年
１
月
２
日
以

２０

降
に
町
田
市
に
転
入
さ
れ
た
方
は

所
得
が
確
認
で
き
る
書
類
、
離
職

さ
れ
た
方
は
離
職
票
な
ど
退
職
日

の
確
認
で
き
る
書
類
が
必
要
で

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
）
。

□問
 

保
険
年
金
課
11
７
２
４
・
２
１

２
７
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国
民
健
康
保
険
税
は
、
加
入
者

の
医
療
費
に
充
て
ら
れ
る
医
療
分

と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

へ
の
支
援
金
分
の
ほ
か　

歳
以
上

４０

　

歳
未
満
の
方
に
は
介
護
分
を
加

６５え
た
合
計
が
月
割
り
で
課
税
さ
れ

ま
す
。

　

町
田
市
は
地
方
税
法
の
定
め
に

よ
り
賦
課
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
納
税
通
知
書
は
、
５
月

末
日
ま
で
の
届
出
内
容
及
び
保
険

年
金
課
で
把
握
し
た
前
年
所
得
を

も
と
に
算
定
し
て
お
り
、
手
続
き

日
が
６
月
以
降
の
加
入
脱
退
や
６

月
以
降
に
取
得
し
た
所
得
情
報
は

反
映
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら

を
反
映
し
た
納
税
通
知
書
は
、
８

月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て

　
　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
の
世

６５

７５

帯
の
世
帯
主
で
年
金
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
、　

月
よ
り
年
金
か

１０

ら
の
天
引
き
と
な
り
ま
す
。
１
期

（
７
月
）
か
ら
３
期
（
９
月
）
は

従
来
の
納
付
方
法
に
よ
り
お
支
払

い
下
さ
い
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
下
さ
い

　

保
険
税
の
お
支
払
い
は
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
下
さ
い
。

　

「
町
田
市
税
口
座
振
替
申
込

書
」
は
市
内
の
金
融
機
関
及
び
郵

便
局
に
あ
り
ま
す
。
被
保
険
者
証

ま
た
は
納
税
通
知
書
・
通
帳
・
通

帳
印
を
お
持
ち
に
な
り
、
お
申
し

込
み
下
さ
い
。

　

な
お
、
口
座
振
替
を
お
申
し
込

み
い
た
だ
い
た
後
、
手
続
き
が
完

了
す
る
ま
で
に
１
〜
２
か
月
を
必

要
と
し
ま
す
。
後
日
、
口
座
か
ら

の
引
き
落
し
開
始
時
期
を
ご
連
絡

し
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
、
納

税
通
知
書
に
よ
り
納
め
て
下
さ

い
。

□問
 

保
険
年
金
課　

資
格
・
課
税
＝

保
険
加
入
係
11
７
２
４
・
２
１
２

４
、
納
付
＝
納
付
係
11
７
２
４
・

２
１
２
５
、
給
付
＝
保
険
給
付
係

11
７
２
４
・
２
１
３
０

　

介
護
保
険
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
給

付
に
必
要
な
財
源
は
、　

歳
以
上

６５

の
方
（
第
一
号
被
保
険
者
）
が
納

め
る
保
険
料
と
、　

歳
〜　

歳
ま

４０

６４

で
の
方
（
第
二
号
被
保
険
者
）
が

医
療
保
険
で
負
担
す
る
支
払
基
金

か
ら
の
交
付
金
、
国
・
都
・
市
か

ら
の
公
費
（
税
金
）
で
賄
っ
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ

く
保
険
料
が
、
介
護
を
支
え
て
い

ま
す
。
保
険
料
の
納
付
に
ご
理

解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎　

歳
以
上
の
方
（
第
一
号
被
保

６５
険
者
）
の
介
護
保
険
料
額

　

介
護
保
険
料
は
、
平
成　

年
度

２０

の
市
民
税
課
税
状
況
等
に
応
じ

て
、
７
段
階
に
設
定
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
平
成　

年
度
ま
で
の

１９

経
過
措
置
で
あ
っ
た
激
変
緩
和
措

置
は
、
平
成　

年
度
も
引
き
続
き

２０

延
長
し
て
い
ま
す
。

◎
介
護
保
険
料
の
納
め
方

○
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納

付
（
特
別
徴
収
）

　
　

歳
以
上
で
、
老
齢
・
退
職
・

６５
遺
族
・
障
害
年
金
を
年
額　

万
円

１８

以
上
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
年

金
保
険
者
か
ら
の
通
知
に
基
づ
い

て
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
り

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
仮
徴
収
と
本
徴
収

　

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方

は
、
平
成　

年
度
の
前
半
（
４
・

２０

６
・
８
月
）
を
平
成　

年
２
月
と

２０

同
額
、
ま
た
は
昨
年
度
の
賦
課
状

況
を
基
に
、
仮
徴
収
と
し
て
暫
定

的
に
年
金
か
ら
天
引
き
し
て
い
ま

す
。

　

今
回
の
決
定
に
基
づ
い
て
、
年

間
保
険
料
額
か
ら
す
で
に
天
引
き

さ
れ
た
４
・
６
月
分
を
差
し
引
い

た
残
り
を
、
８
・　

・　

・
翌
年

１０

１２

２
月
の
４
回
の
年
金
で
按
分
し
て

天
引
き
し
ま
す
。

・
新
た
に
町
田
市
の
介
護
保
険
の

被
保
険
者
に
な
る
方

　

新
た
に　

歳
に
な
る
方
、
新
た

６５

に
転
入
し
た
方
は
、
特
別
徴
収
の

要
件
に
該
当
し
て
い
て
も
、
す
ぐ

に
は
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
開
始

さ
れ
ま
せ
ん
。
開
始
す
る
時
点
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま

で
は
納
付
書
・
口
座
振
替
で
納
め

て
下
さ
い
。

○
納
付
書
・
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
（
普
通
徴
収
）

　

特
別
徴
収
に
な
ら
な
い
方
は
、

納
付
書
に
よ
り
各
納
期
限
ま
で
に

市
役
所
・
各
市
民
セ
ン
タ
ー
ま
た

は
最
寄
り
の
金
融
機
関
等
で
納
め

て
下
さ
い
。
口
座
振
替
用
の
通
知

書
が
届
い
た
方
は
、
登
録
さ
れ
た

口
座
か
ら
各
納
期
限
に
保
険
料
を

引
き
落
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
口
座
振
替
は
、
申
し
込

み
い
た
だ
い
て
か
ら
手
続
き
に
１

〜
２
か
月
を
要
し
ま
す
。
後
日
、

口
座
振
替
開
始
期
を
ご
案
内
し
ま

す
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
納
付
書
で

納
め
て
下
さ
い
。

◎
保
険
料
の
減
免

　

次
の
よ
う
な
理
由
で
介
護
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
は
ご
相
談
下
さ
い
。

　

災
害
に
よ
り
住
宅
等
に
著
し
い

損
害
を
受
け
た
場
合
▽
世
帯
の
生

計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が
失

業
な
ど
に
よ
り
、
収
入
が
著
し
く

減
少
し
た
場
合
▽
生
活
が
著
し
く

困
窮
し
て
い
る
場
合
等
（
介
護
保

険
料
段
階
が
第
１
〜
３
段
階
で
、

収
入
が
生
活
保
護
基
準
以
下
な

ど
、
各
種
要
件
を
す
べ
て
満
た
し

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
）

７
月
７
日
に
平
成　

年
度
国
民

２０

健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を
世

帯
主
の
方
へ
お
送
り
し
ま
す
。

�������

������

�����

７
月
１
日
に　

歳
以
上
の
方

６５

（
第
一
号
被
保
険
者
）
へ
平
成

　

年
度
介
護
保
険
料
の
通
知
書

２０を
お
送
り
し
ま
す
。
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